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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月２８日 ０４時２５分ごろ 

発生場所 島根県大田
お お だ

市久手
く て

港西方沖  

久手港南防波堤灯台から真方位２７５°１４.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°１５.３′ 東経１３２°１２.５′） 

事故調査の経過  平成２３年３月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 RED
レッド

 FORTUNE
フォーチュン

（シエラレオネ共和国籍)、１,４４６トン 

   ８８０８２８８（ＩＭＯ番号）、MING YANG SHIPPING CO.,LTD.

（マーシャル諸島共和国籍） 

   ６８.２１ｍ（Lr）×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、９８８kＷ、不詳 

Ｂ 漁船 幸運
こううん

丸、１４トン 

   ＳＮ２－１６２０（漁船登録番号)、個人所有 

   １５.０５ｍ（Lr）×３.８４ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６１０kＷ（動力漁船登録票による)、昭和５

４年１２月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（三等航海士）（中華人民共和国籍） 男性 ２７歳 

        甲類（中華人民共和国発給）    

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成９年７月２４日 

    免許証交付日 平成１８年１２月４日 

           （平成２４年７月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（乗組員） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷側中央部に破口及び亀裂を伴う凹損（廃船） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、航海士Ａが船橋

当直に就き、航海灯を表示し、大田市温泉津
ゆ の つ

港北西方沖を約１０.０

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ｡）で自動操舵により北東
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進した。 

航海士Ａは、平成２３年３月２８日０４時１２分ごろ、久手港南防

波堤灯台から２７０°（真方位、以下同じ｡）１６Ｍ付近を航行中、

レーダーと目視により、右舷船首方に２隻の反航船及びその手前にＢ

船を含む３隻の右から左への横切り漁船を認め、０４時１５分ごろＢ

船の方位変化は認められなかったが、反航船がいるために右転でき

ず、機関を半速に減速して信号灯を点滅させ、Ｂ船に注意を促し、そ

のまま航行を続けた。 

航海士Ａは、衝突の約１０秒前に危険を感じ、機関を微速力前進と

し、左舵一杯としたが、０４時２５分ごろ、久手港南防波堤灯台から

２７５°１４.４Ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷中

央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、船長Ｂが船橋当直に就き、航

海灯を表示し、久手港の西方約２０Ｍ付近の漁場に向けて約９.５kn

の速力で自動操舵により西進した。 

船長Ｂは、操舵輪の前にある椅子に座り、６Ｍレンジとしたレーダ

ーを監視しながら船橋当直を行っていたところ、０４時１５分ごろ左

舷船首方にＡ船の映像を認め、肉眼でも確認したが、このまま進めば

Ｂ船がＡ船の船首方を通過できると思い、接近してもＢ船がＡ船を左

舷側に見る態勢であり、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思った。 

Ｂ船は、０４時２０分ごろ、船長Ｂが、方位が変わらずに接近する

Ａ船に対して自船の存在を知らすため、短音１回を吹鳴したが、その

後もＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い、同じ針路、速力で航行し

てＡ船とＢ船とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突後に転覆したが、乗組員５人はＢ船の後続の僚船に救

助され、Ｂ船は同日に久手港へえい
．．

航された。 

（付表１ Ａ船 ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

日出時間：０６時０５分 

 その他の事項 Ｂ船は、３隻の船団で久手港を出港して漁場に向かい、Ｂ船が先頭

を航行し、僚船はＢ船の後方約０.５～１Ｍを航行していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、久手港西方沖を北東進中、航海士Ａが、右方から接近する

Ｂ船の方位変化は認められなかったものの、針路及び速力を保持して

航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、Ｂ船との衝突を避けるために機関を半速にしたと口述
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しているが、ＡＩＳ情報によれば、衝突直前まで針路及び速力の変化

はなかったものと推定される。 

Ｂ船は、久手港西方沖を西進中、左方から接近するＡ船がＢ船を避

けてくれるものと思い込み、針路及び速力を保持して航行したことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、久手港西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が

西進中、航海士Ａが、右方から接近するＢ船の方位変化は認められな

かったものの、針路及び速力を保持して航行し、また、Ｂ船が、左方

から接近するＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、針路及び速

力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 

 

 

 

 

 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・衝突を避けるための動作は、できる限り、十分に余裕のある時期

に大幅に行い、状況によっては機関を停止し、又は後進にかけて

行きあしを減じること。 

 ・自船が保持船であっても相手船の動静を注視し、衝突の虞がある

ときは、衝突を避けるための協力動作をとること。 
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付表１ Ａ船 ＡＩＳ記録（抜粋） 
 

時  刻 

(時:分:秒) 

緯  度 

（°-′-″） 

経  度 

（°-′-″） 

船首方位

（°） 

対地針路

（°） 

対地速力

（kn） 

04:10:05 035-13-35.7 132-10-16.3 050 046 9.9 

04:12:05 035-13-49.4 132-10-34.1 047   048 9.9 

04:15:14 035-14-10.4 132-11-02.3 047   048 9.9 

04:20:05 035-14-43.2 132-11-46.0 047   047 9.9 

04:22:05 035-14-56.5 132-12-03.8 047   048 10.0 

04:24:05 035-15-09.9 132-12-21.7 047   048 9.9 

04:24:14 035-15-11.0 132-12-23.2 047   047 9.9 

04:24:25 035-15-12.1 132-12-24.7 047   047 9.9 

04:24:35 035-15-13.2 132-12-26.2 047   047 9.9 

04:24:44 035-15-14.2 132-12-27.5 046   047 9.9 

04:24:55 035-15-15.4 132-12-29.2 042   048 9.9 

04:25:05 035-15-16.5 132-12-30.6 040   046 9.9 

04:25:34 035-15-20.3 132-12-34.3 030   039 9.7 

04:25:41 035-15-21.2 132-12-35.1 027   036 9.7 

04:25:44 035-15-21.7 132-12-35.4 026   035 9.7 

04:25:48 035-15-22.2 132-12-35.9 024   033 9.6 

04:25:50 035-15-22.5 132-12-36.1 023   033 9.6 

 




